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土 と基礎 に 関す る　技術者の た め の英語
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4．1 は じ め に

　今回 よ りコ ン トラ ク タ
ー

側 が使用す る 技術英語 につ い て

3 回に わ た っ て 講座を連載す る 。 その 第 1回目で あ る本稿

は ，入札 か ら契約 ま で に使われ る 英語 に関して述べ る。

　一
口 に 海外工 事 とい っ て も，工 事の 種類 に よ り土 木工 事，

建築工 事，プ ラ ン ト工 事 が あ り， 入札 ・契約 の 方式 に よ り

一般競争 入 札，随意契約等 が あ り，契約金額決定方式 に よ

り，数量 単価契約，定額請負契約等 が あ り，様 々 な ケ
ー

ス

が考え られ る が ， こ こ で は最 も
一
般的 と思 わ れ る

一
般公開

入札， 数 量 単価契約 の 土木 工 事 の プ ロ ジ ェ ク トの 場合 に っ

い て記述す る 。

　 ま た，プ ロ ジ ェ ク ト の 遂 行 は ，

一般 に Feasibility

Study （事業化可能性調査 ）→ Plan！Design（計画／設 計）
一＋

iprequalification（資格 審査）→ Bid　 or 　Tender （入札）→i

iAgreement1Contract（契約）i→ Construction（施 工 ） →

Maintenance （維持），の 流れ で 行 わ れ る が，本稿 で は こ の

内破線で 囲 まれ た範囲 につ い て述 べ る。

　ま た ， 海外工 事 で 使 わ れ る 英語 は 文 書 英語 （Written

Engiish） と会話英語 （Spoken　 English）の 二 っ に 大別 で

き る が，本稿 の 範囲 の 性格上 ， 前者に内容が偏 る こ とに な

る。

4．2　海外の プ ロ ジ エ ク ト と国内工 事と の 比 較

　海外 の プ ロ ジ ェ ク トの 遂行に お い て ， 国内工事 と最 も異

な る 点は ， 文書中心主義と エ ン ジ ニ ア （Engineer） の 存在

で あ り，使 わ れ る 基本言語 が今 や 国際語 と な っ て い る 英語

で ある とい うこ と で あ ろ う。

　契約お よ び 工 事 は す べ て契約文書お よ び レ ターに 基づ い

て 行 わ れ，使 わ れ る 言語 は ほ とんどの 場合英語また は現地

語 と英語 の 併記 で あ る 。

　ま た ， 発注者 （Empioyer！Owner ）， エ ン ジ ニ ア ，
コ ン

トラ ク タ
ー （Contractor）聞 の 会話も ほ とん どの 場合英語

を使 っ て 行 わ れ る。

　 こ の よ うに 海外 プ ロ ジ ェ ク トに 携わ る 者 に とっ て ， 英語

は 好 む と好 ま ざる に か か わ らず，プ ロ ジ ェ ク ト遂行上欠 く

こ との で きな い 道具 とな っ て い る。

　 こ こ で は英語 を媒介と して 行わ れ る海外 プ ロ ジ ェ ク ト遂

行 の 方式 ・内容 に っ い て概説 す る。

　 4．2．1　 エ ン ジニ ア の 存在

　海外プ ロ ジ ェ ク トに従事す る 時，し っ か り頭 に入 れ て お

か ね ば な ら な い も の の
一

つ に エ ン ジ ニ ア の 存在 が あ る 。

　す な わ ち，プ ロ ジ ェ ク トは発注者
一

エ ン ジ ニ ア
ー

コ ン ト

ラ ク タ
ー

の 3 者 の 関 係 を基本 と し て 行 わ れ，そ の 中心 的役

割 を演ず る の が
，

エ ン ジ ニ ア で あ る
。

　国内 に お け る 発 注者一請負者の 2 者関係 （い わ ゆ る 甲 と

乙 の 関係） と は 明確 に異 な る もの で あ る 。

　エ ン ジ ニ ァ は 発注者内部の 技師 の 場合もあ る が ， 多くの

場合 ， 発 注者と契約 を結 ん だ コ ン サ ル タ ン ト会社も し くは

技師 で あ る。契約 を結 ん だ と は い え ，
エ ン ジ ニ ア は ， 発注

者 とは対等 の 独立 した 立場 で プ ロ ジ ェ ク ト遂行 に 必要な文

書業務，工 事管理等を行 う。い わ ば発注者
一

コ ン トラ ク タ

ーの 間 の 双務関係 を維 持 し な が ら プ ロ ジ ェ ク トを合理的，

経済的に遂行す るた め の 裁判官の ご と き存在なの で ある。

　発 注者一請負者の 2 者関係 を基本と し，しか もそ の 関係

が 片務的 で ある 国内 とは ， こ こ に大 き な差異 を有す る 。

魯
一

コ
ー

ヒ ーブ レ イ ク 1一

〈Resident 　 Engineer （駐在 エ ン ジニ ア）

　　　　　　　　　　　　　　　　　と Inspector （検 査係）〉

　 コ ン トラ ク ターと し て 工事を施工 す る際 ， 混同

し て は な らな い の が Resident　Engineer （駐在 エ

ン ジニ ア） と Inspector（検査係）の 職務 の 違 い

で あ る 。

　駐在 エ ン ジ ニ ア は エ ン ジ ニ ア の 代理 と し て エ ン

ジ ニ ア よ りそ の 権限 の 一部 を委 託 され ， 工事が契

約書に 従 っ て 適正 に 行わ れ る よ う指導 ・監督する

責任 を有 し て い る 。 また ， 契約書に 合致 し な い 材

＊五 洋建設  　土木本部土木 部
＃

五 洋建敵   　国際事業本部国際工 務 部
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1料漉 工 方法 出彫 を拒絶 し た P ，
　 ＝4de中断

　す る権限 を有す る
。

工 事施工 に関する ほ とん ど の

　指示，命令は駐在エ ン ジ ニ ア よ り出され る と考え

　 て よ い 。

　　駐在 エ ン ジ ニ ア は 工 事 の 規模に応 じ て 部下を有

　するが ， そ の 代表的 な もの が検査係で あ る 。 検査

　係は駐在 エ ン ジ ニ ア の 指示 に従 い
， 品質管理，工

　事 の 出来形 をチ ェ ッ クす る担当官で あ る 。 問題 が

　 あ っ た揚合で も， 請負者に直接指示や命令を出す

　こ と は 基本的に で きず， 検査結果等を駐在エ ン ジ

　 ニ ア に 報告 し判断 をあ お ぐ義務 を有す る 。
工 事が

　契約書 に違反 し て 行われ て い た場合， 検査係 の 報

　告に 基づ き，契約書の 規定と照合 し，更 に 自分 の

　立場 ， 経験 を総合 し て 判断を下す の は駐在 エ ン ジ

ニ ア で あ る。

　海外工事 に初め て従事す る時，
こ の権限の 明確

な差異 を理解 して い な い こ とと ， 日本入 固有の 外

人 コ ン プ レ ッ クス とが相 ま っ て ， 傘髪で高い 鼻の

人 が来 る と皆 ，

“Reject ！
”

とか
“Condemned ！

”

とか の 宣告を受け る の で は と恐れお の の く揚合が

多々 あ る と思われ る。

　上記 の 権限 の 差異を よ く頭 に入れ て お くべ きで

あ る。

　余談なが ら ， 検査係の 人柄は千差万別で あ る 。

権限が小 さい とは 言え ， 工事に支障をきたす意地

悪 をされ る場合もあ る し ，逆に 便宜を図 っ て くれ

る こ と もある 。

　 4．2．2　文 書 中 心 主 義

　契約書類 （主 に 契約条件書 と仕様書）は，プ ロ ジ ェ ク ト

に お け る憲法的性格 を 有す る。
齟
プ ロ ジ ェ ク トの 進 め 方 ， す

べ て の 問題 の 処理 は こ の 契約書類 に 基 づ い て 行 わ れ る。

　契約書類は存在す る が，実際 に は 慣行や 担当者間 の 話 し

合 い の 介在す る 余地 の 残 っ て い る 国内土木工 事 とは 異な る 。

　 こ の 点 で 契約書 に忠実に プ ロ ジ ェ ク トを進 め る こ と に慣

れ て い ない 国内の 技術者が海外 で
“
若干仕様 とは異な る が

、何 とか な る だ ろ う
”

とか
“
何 とか 事後承諾 が も らえ る の で

は な か ろ うか
”

と勝手 に判断を行う と大きな失敗 が待 っ て

い る こ とに な る。

　また ， 契約書類の み な らず，すべ て の 約束事 は文書 に 基

づ い て 交 わ され ， 履行され る こ とに な る 。

　 口 頭 の 約束 （Verbal　 Agree 皿 ent ）が か な り重 い 意味を

有する 国内 と異な り，打合せ
， 会議 で の 口 約束 は 何 ら拘束

力を有 しな い こ とを肝 に銘ずべ きで ある。

　 口 約束 は， レ ター。議事録等で 互 い に確認 し合 っ て初 め

て 効力 を発揮 す る。

　 4．2．3　契約方式

　 （1） 入札者 ・落札者の 選定方式

　 主 に，a ）
一

般競争 入札 （Competitive　Tender），　b）指

名競争 入札 （Nominated　Competitive　Tender），　
c ）随意

契約 （Negotiated　 Contract） カミあ る が，海外プ ロ ジ ェ ク

　トで は a）が，国内土木工 事 で は b）が
一

般的 で あ る 。 両者

の 内容 に つ い て は専門書 に 譲 1 ， こ こ で は こ の 2 方式 の 代

表的 フ ロ
ーと主 な差異を示す に止 め る e

　 a ）海外 の
一般競争入 札 ・契約

　　 1． プ ロ ジ ェ ク トの 公 告

　　　 （Advertizement 　fol　Tender ）

　　　　　 ↓

　　 2． 事前資格審査

　　　 （Prequal三fication： PQ ）

104

　　　　　↓

　 3． 入　札

　　　（Tender！Bid）

　　　　　↓

　　4． 落札／契約

　　　（Acceptance 　 of 　Tender ！Contract）

　b ）国内の 指名競争入札 ・契約

　　1． 指名参加有資格業者名簿登録

　　　　　↓

　　2． 指　名

　　　　　↓

　　3． 入　札

　　　　　↓

　　4．　 落札／契約

　a）は プ ロ ジ ェ ク ト ごと に 応募業者の 中か ら 入札 に 対す

る資格審査を行い
，

b）は あ らか じめ 一定期 間 ごと に 登録

済 み の 有資格業者 の 中か ら発注者 が選定 し指名を行 う。

　ま た ，b）が，発 注者の 設 定 し た 最低 ラ イ ン を越 えた札

の 内，最低価格 の もの に 落札を決定す る の に対 し，
a）は，

必 ず しも最低価格 の 入札者が落札す る わ けで は なく， 技術

的 ・資金的 に プ ロ ジ ェ ク ト遂 行能力 の あ る コ ン トラ ク タ
ー

が 上位 3社程度か らネ ゴ シ エ イ シ ョ ン （Negotiation）で 選

定 され ， 落札 す る こ とに な る 。

　  　契約金額 の 決定方式

　契約金額 の 決定方式は ， 主 に次 の 3 方式 が ある 。

　 a ）定額請負契約 （Lump 　Su 皿 Contract）

　発注者よ り提示 され た 図面 ， 仕様書等 の 要件 に 従 っ て ，

こ れ らの 要件を満たす
一

切 の 工事を一定金額 で遂行す る 。

　 こ の 方式 は原 則 と し て 請負金額 の 変更 は な い 。

　 b）数量単価請負契約 （Bill　of 　Quantities　 Contract ；

　　BIQ 契約）

　数量明細書 （Bill　of　Quantities；BIQ ）記載の 工 事項目

土 と基礎， 37− 2 （373）
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ご と に 単価 を決 め， BfQ に 規定され た数量 を 乗 じ て ， 工

事項 目 ご と に 工 事金額 を積み 上 げる 契約 で あ る 。 暫定予備

費 （Provisiona1　Sum ；発注者側か ら一定額で 提示 さ れ る）

が あ る 場合 は，こ れ を加 え て 契約金 額 とす る。工 事量 の 増

減が予 測 され る プ ロ ジ ェ ク トに 多く用 い られ る 方式 で あ る 。

　 c ）実費精算契約 （Cost　Plus　Fee　Contrqct）

　工 事 が急 を要 し，あ る い は工 事内容 が不確定 で あ る 揚合

等 に採用 され る方式 で ， 工 事 に 要 した コ ス ト （工 事原価）

に フ ィ
ー （経費， 利益）を加えた金額 で 支払 わ れ る。

　一般 に a）が国 内土木 工 事 の 方式 で あ り，b）が 海外 プ ロ

ジ ェ ク トで 行わ れ る方式 で あ る。

4．3 資格審査か ら契約ま で の文書お よ びその留

　　 意点

　 4．3．1 資格審 査 （PrequalificatiOn ； PQ ）

　国際入札工 事 に お い て は ， 発注者に よ り定め られ た 期間

ご とに 登 録 を行 う国内 と異 な り ， 入札ご と に資格審査を行

い
， 審査 に合格 し た コ ン トラ ク タ

ー
の み が応札 で き る 。 こ

の 資格審査を Prequalification
， 略 して PQ と称 して い る 。

　 PQ に 提出す る 資料 は，＝ ン トラ ク タ
ー

の 工 事遂 行能力

の 審査 に 用い られ る もの で ，主 に，工 事経験 ， 財務状態 ，

技術者 ・建設機械 の 保有数 ， 等 にか か わ る もの で あ る。

　 こ こ で は ， 代表的 か つ 主要 な書類を紹介す る に 止 め る。

　  　資格審査申請書

　　（Prequalification　Application　Form ）

　   過去 3 年間 の 財務諸表

　　（Financial　Statements　 of 　the　Last　Three 　Financial

　　Years）

　  主 要工 事実績表

　　（Experience 　Record　of　Major　Construction

　　Projects）

　  　建設機材 リス ト

　　（Equipment　List）

　  組織図

　　（Project　Organization　Chart）

　   会社 カ タ ロ グ，年報

　　（Company 　Brochure 　and 　Annual 　Report ）

　なお ， プ ロ ジ ェ ク トに よ り提出書類， 内容が異な る の で

必要 な書類 の 種類 ・内容 に つ い て そ の 都度十分な確認 を行

う必要 が ある 。

　4。3．2　入 札 （Bid 　 or 　Tender）

　入札書類 は，発注者 自身 が 作成す る こ と もあ る が，一般

に は発注者 の 委託を受 けた独立 の エ ン ジニ ァ に よ っ て作成

され る。契約の 方式 に よっ て も異なる が通常下記 の 書類で

構成され る。

　  　入札心得 （工nstructions 　tQ　Tenderers ）

　工 事 の 概要説明 と入札書類作成， 提出に関す る 手順が 記

述 さ れ る。
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一般契約条件書（Genera1　Conditions　of 　Contract）

　国際入札土木工 事 で は，標準契約約款 と し て コ ン サ ル テ

ィ ン グ ・エ ン ジ ニ ァ 国際連盟 （FID ！C ： F6d6ration　Inter−

nationale 　des　Ing6niens−Conseils）が 作成 し た 「土木建設

工 事 の契約条件書 ： Conditions　 of 　 Contract　for　 Works

of 　 Civil　 Engineering　 Constructien」 が最 も
一

般的 で あ

る （コ
ーヒ ーブ レ イ ク 2参照 ）。

　   特別契約条件書 （Specia1　Conditions　of 　Contract）

　上記標準約款 の
一部を変更 ，削除，あ る い は 追加 し て そ

の 工 事独 自の 条件を提示 し て い る。応札者 に と っ て 最 も重

要 な部分 とな る。

　 中東産油国 プ ロ ジ ェ ク トの よ うに 自己資金 で まか な わ れ

る ケース で は ， そ の 国独自の 条項や標準約款 に 対 し て 大き

な変更 や修正 が入 っ て い る こ とが あ る の で 注意が必 要 で あ

る 。

　   　入札様式 （Form 　of 　Tender）

　 入札書類 の 鏡 と もい うべ き部分 で，入札者 が入札金額お

よ び 工 期等 を記 入 し署名す る よ うあ らか じ め 準備 され た 様

式 で あ る。

　   　技術仕様書 （Technical　Speci丘cations ）

　工 事内容 ， 施工 管理基準 ， 材料 ， 品質等 に関す る 仕様を

規定す る 。

　土 に 関す る 仕様 は こ こ に 示 され て い る。

　入札時 の見積 り担当者 お よ び 施 工 時 の 施 工 技術者，工 務

担当者，土工 管理技術者 に と っ て最も重要 な書類とな る。

　   図 面 （Drawings）

　  契約
’
協定書様式 （Fom 　of　Agreement）

　　　建設工 事契約 を成文化す る た め に 特 に 準備 され る 書

　　類。

　  入 札保証 様式 （Form 　 of 　Tender　Bond）

　　　誠 実 な 入 札 を行 うこ と を入 札者が 保証す る 書状 で あ

　 　 る 。

　  履行保証様式 （Form 　of 　Performance　Bond ）

　　　契約の 誠実な履行 を請負者 が 保証す る 書状 で あ る
。

　  数量明細書 （Bill　of 　Quantities）

　　　工 事項目 とそ の 数量 を示 す書類 で ， 契約上各項 目に

　　含 ま れ る べ き仕事内容 の 説明 も含ま れ て い る 。

　　　こ の 書類中の 工 事数量 は概略数量 で あ る が ， 入札者

　　は，こ の 表 に 見積単価 や金額を記 入 す る 。 各工 事項目

　　 の 金額 の 総和が 入札金額 となる 。

　  追補修正 通知書 （Addendum ）

　　　 こ れ は，必 要 に 応 じ て 適宜発行 さ れ る 文書 で ，修 正

　　や変更 ま た各応札者か ら の 質問 とそ の 回答 とい っ たも

　　の も盛 り込 ま れ て い る場合 もあ る。

　上記入 札書類 の 内，土質技術者 に 特 に 関係 が 深 い もの は，

  技術仕様書 ，   図面 ，   数量 明 細書 で あ る。技術仕様書

の 内， 土 に関する 記述例 を 4．4章 に後述する 。
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虚
一 コ ーヒーブ レ イ ク 2 一

〈FIDIC 国際約款に つ い て〉

　 コ ン サ ル テ ィ ン グ ・エ ン ジ ニ ア 国際連盟（F6d6・

ration 　Internationale　des　Ing6nieurs『Conseils；

FIDIC） の 国際約款で あ り，
　 ICE （lnstitute　 of

Civil　Engineers； 英国土木技術者協会）約款を ベ

ース に作成 され た も の で あ る 。

　国際復興開発銀行／世界銀行 （略称）（lnterna−

tional　 Bank　for　 Reconstruction　and 　Develop・

ment ／World 　Bank ）， ア ジ ァ 開 発 銀 行 （Asian

Development 　 Bank ）を初め とす る国際金融機関

の プ ロ ジ ェ ク トに 用 い られ て い る 。 また ，

一部修

正 し て各国 の 標準約款 として も用い られ て い る 。

　少 しデータは古 い が ， 海外建設協会が 1974年に

行 っ た 国内建設会社 に対する下記の ア ン ケ
ー

ト結

果 に見 る よ うに
， 国内企業の 約款 と建築工 事 に対

す る約款を除くと ， そ の ほ とん どが FIDIC 約款

お よ び FIDIC と同類 の ICE 約款が 使用 され て

い る の が分か る 。

　 こ の よ うに FID工C 約款は，海外 プ ロ ジ ェ ク ト

の 契約約款 と し て 最 も一般的 で あ り ， 海外プ ロ ジ

123456789

契約約款種別

FIDIC 契約約款

日本国内企業サ イ ドの 約款

ICE 契約約款

現地政府， 公共機関独自の 約款

RIBA （英国建築士 協会）

現地民間工 事契約約款

日本政府公共 工 事契約約款

AGC 約款 （米国総合建設業協会）

そ の 他

ロブ

数
た

件
れ

ト

さ
ク

用
エ

適
ジ

322918147

　

4
　

4
　

31

t

計 112

エ ク トに従事す る技術者に と っ て 基本 とな る約款

で あ る 。

　 1957年 の 第 1版 よ り版 を重ね て 現 在 は 第 4版

（1987年）に な っ て お り ， そ の訳本 も  日本 コ ン

サ ル テ ィ ン グ ・エ ン ジ ニ ヤ 協会よ り出 され て い る　1
（参考文 献 6）。

　4．3．3　契約 （Contract 　 or 　Agreemellt ）

　〔1〕 開札 （Opening　of 　Tender）， 落札 （Acceptance　of

　　Tender）

　開札後 ， 提出 され た 入札書類
一

式 の うち ， 特に入札金額

や 工 期，付帯条件 （も し あれ ば）等に つ い て ，
エ ン ジ ニ ァ

の 審査 （Evaluation）が 念入 りに 行わ れ る 。

　普通， 1番札 （Lowest 　Tender ）か ら 3 番札 まで ぐらい

の 応札者 に 対 して，単価や 条件等 の 入札内容 に つ い て の 質

問や確認 が行わ れ た後，発注者 に と っ て 最も有利な応札を

した コ ン トラ ク ター （必 ず し も 1番札 とは か ぎ らない ） へ

発注内示書 （Letter　of 【ntent ）や 承諾状 （Letter　of 　 Ac ・

ceptance ）が 発行され ， そ して契約とい う手順で進ん で 行

く。

　［2） 契約書類

　契約書類 と して は，前述 した入札時 の 提出書類 が そ の ま

ま使用 さ れ る。た だ し，契約前 の ネゴ シ エ イシ ョ ン や質疑

応答にお い て新し く確認 ま た は同意された内容 も当然盛 り

込 ま れ る こ とに なる 。

　C3） 契約書 に 対す る考え方

　契約書は各当事者 （発注者／ エ ン ジ ニ ァ ／ コ ン トラ ク タ

ー）の 権利と責務を規定す る もの で プ ロ ジ ェ ク トは こ の 契

約書 の 定 め る とこ ろ に従 っ て 進 め られ る 。 す な わ ち契約書

に従 っ て ，
コ ン トラ クタ

ー
は工 事を行 い ， 発注者は支払 い

をな し，エ ン ジ ニ ア は 発注者 の 代理 人 と して 工事を管理 す

る こ とに な る 。

　プ ロ ジ ェ ク トの 遂行， 問題の 処理等 は すべ て契約書 の 規

定 に従 っ て 行 わ れ る 。

　 こ の こ とは ， 口 約束 は 無効 で 書類 に よ る約束 （Written

Agreement ）だ け が有効で あ る こ と お よび 中立 な 立揚で 強

権 を有する エ ン ジ ニ ア が 存在す る こ と と共 に ， 日本の 技術

者が海外の 工 事 に従事す る場合 ， 考 え方 の 基本を変え な け

れ ば な らな い 主 要 な事項 の
一

つ で あ る。

　最初は ， 誰で もカ ル チ ャ
ーシ ョ ッ ク を 受 け る が

“

郷 に入

っ て は郷 に従え （Do　in　Rome 　as 　the 　 Ro 皿 ans 　do・）
”

と

割 り切 り， 早 め に こ の 考 え方に 慣 れ る の が海外工 事成功の

秘訣で もあ る 。
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1　 　 − ・ 一・ 一ブ ・ イ ク ・一

　　　　　　 〈日本人の英語 ， 英国人の英語〉

 
　　 ある複雑 な ク レ ーム に 取 り組ん で い た ときの こ

　 と で あ る 。 ク レ ーム の 根拠お よ び 意図等 を英文 レ

　 タ
ー
中で 明確化 する こ とに苦慮 し，結局，英国人

　 の 友人 に レ ター作成を頼み込 ん で しま っ た。

　　 さすが に 英国人 で あ る 。 趣 旨の説 明と ， 専門技

　術用語 の イ ン プ ッ トに よ り， 納得の い くレ ターを

　作成して くれ た
。 自信を持 っ て コ ン サ ル タ ン トに

　提出した と こ ろ，　 「君達は英国人 か米国入 の ク レ

　 ーム の専門家 を雇 っ た よ うだね 。 」， ク レ ーム の本

；質 と は異 な る 返 事 と不機嫌な 顔が返 っ て来 ， 期待

1 した効果が得 られ な い 失意を味わ っ た 。

L ．竺二堅 事埋・邏 … で あ… 考・

を有す る彼が， レ タ ー
の 英文 を見 るな り，口本人

工事担当者が書い た も の で な い と見破 っ た の が，

不機嫌の 原因で あ っ た 。

　 や は り ，
レ ターは 英文そ の もの は 劣 っ て も工 事

の 事情に 精通 し た 工 事担当者が 書 くべ き で あ る と

い うの で あ る。

　 もち ろ ん ，
コ ン サ ル タ ン トに よ っ て方針は 異 な

る だ ろ うが，確 か に 一
理 あ る と思 う。そ の 後，す

べ て の 英文 レ タ ー
は 自分 の 手で 作成 し （か な り貧

弱 な も の と 思わ れ た か もし れ な い が）， 工事完了

ま で コ ン サ ル タ ン トと良好 な関係 を保 っ こ とが で

きた 。

　彼 らに と っ て ，日本人 の 書い た英語 と英語を母

国語にす る人 の 書い た 英語 とを見分け る の は容易

らしい
。

　4．3，4　入 札・契約 文 書 の 英 語 ， お よ び読む とき の 留意点

　（1） 入 札 ・契約文書 の 英語

　履行させ る べ き約束事を規定す る の が目的 で ある 入札 ・

契約文書 に は 基本的 に 法律英 語 が使 わ れ る。ま た，約束事

そ の も の が技術的な も の が多い た め 技術英語 も用 い られ る。

こ の 技術英語 の 中に は材料， 試験に か か わ る基準 ・規格 の

英語 が 含 ま れ る。

　 こ の よ うに ， 入札 ・契約文書 の 英語 は，法律英語，技術

英語 お よび 基準 ・規格 の 英語 が ミ ッ ク ス し た 独特 の 英語 で

あ り， 学校の 英語 ， 日常 の 英語 ，

一般 の 技術英語等 と性格

を若干異 に す る英語 で あ る。

　最初 は 分 か り難 い 感 じ を受け る か も し れ な い が ， 契約事

務お よび工 事 の 遂行 に 当た っ て ， こ の 理解が不可欠 の 基本

文書 で あ る と考 え，少 し我慢 して 早 く慣 れ る こ とで あ る。

　
“
習うよ り慣れ ろ。Practice　makes 　pe匸fect．”

　特に技術仕様書で は用語や語法 に多少独特な部分 は あ っ

て も で き る だ け平易か つ 明 確 な英 語 が使 わ れて い る。少 し

慣 れ れ ば ， それ ほ ど読解困難な文書で は な い
。

　  　よく使 わ れ る助動詞

　前述 し た よ うに 入札 ・契約文書 に は 独特な用語法が 少 な

か らず用 い られ るが，そ の 辞書的 な解説 は専門書 に ゆず る

と しで，こ こ で は最も重要 で ある と思われる 助動詞 の 使 い

方 に つ い て 簡単 に 言及 し て お く。

　 ・Shal1： 通常の 場合 と最も異な っ た 意味 で使用 され る 。

　　法的 な義務を伴 っ た 強制を表す時に用 い られ る 。 助動

　　詞 の 中で 最 も強 い 意味 を有し，履行 され な い 時 は 法的

　　な契約違反 とな る 、

　　「〜しな け れ ば な ら な い 」

　 ・ShQuld： 義務 を 表すが ，
　 Shallよ り弱 い 表現 で あ る。

Febr 皿 ary ，　19S9

　　法的責任 とい うよ り道義的責任を意味す る。 「〜す べ

　　 きで あ る」 と訳す の は少 し強すぎる か も知れない。

　 ・May ： 許可 もし くは権利 を意味す る。

　　 「〜し て もよ い 」

　 ・Wi11 ： 基本的 に は通 常の 意味と 同様に 「未来」 を表す 。

　　場合に よ っ て は 「意志」 の 入 っ た あ る 程度強制的 な意

　　味 に使わ れ る こ と もあ る 。

　 ・　Must　： Shallと同程度の 義務 を表すが ， あ ま り契約書

　　的で は な い と言 わ れ て い る 。
Shallの 使用 が一般的で

　　あ る 。

　 よ く用 い られ る 代表的助動詞 は 以上 の とお りで ある が ，

上記 で 述 べ た 意味 は あ くま で ガ イ ドラ イ ン 程度 に と ら え る

必要 が あ る
．

　実際 は，同 じ助動詞 で も使わ れ方に よ っ て，法的強制力，

要 請 の 程度 が 様 々 に変化 す る と思 わ れ る 。

　前後の 内容を含め た 文脈 の 中で ， そ の 助動詞の 真 の 意味

を と ら え る努力が必 要 で あ る 。

　こ の 意味 で も ， 入 札 ・契約 文 書 は ， 必 ず原 文 で理解チる

こ とが基本で ある 。

　〔3） 入札 ・契約文書 を読 む 上 で の 留意点

　 
一

般的留意点

　先 に述 べ たよ うに海外工 事 に お い て 入札 ・契 約文 書 は

“
憲法

”
で あ る。常 に こ れ に従 っ て 入札 ・ 契約お よび 工 事

の 遂行が行わ れ る 。

　 した が っ て ， 入札 ・契約文書を読 む 上 で の 留意点は ， 唯
一

っ で あ る と言 っ て も過 言 で な い 。

　
“
原文を良 く読 み，正 し く理解す る こ と

”
で ある。

　入札 ・契約担当者お よび 工 事担 当者 は，入札 ・契約文書

の 閧係部分 に つ い て は，真 っ 黒 に な る ま で，も し くは，ぼ
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ろ ぼ ろ に な る ま で 何度 も読 み ， 理解 し，記憶す る態度 が 必

要 で ある。

　 コ ン トラ ク タ
ー

の 土質技術者 に 特 に関係す る 入札 ・契約

文書は前述 の 文書の 内，技術仕様書 ， 図面 お よ び数量 明 細

書で あ る。

　一
般 に少 な く と も こ の 3 文書 に つ い て は，深 い 理解が求

め られ る 。

　  入札 ・契約時 の 留意点

　入札時 に コ ン トラ ク タ
ー

の 技術者 に 求 め られ る作業 は，

合理的で 競争力 の あ る工 事費の 算定で あ る 。 必 要 に応 じ て

現地調査 を行 う揚合 もあ る が，そ の 基本は入札文書よ P 下

記 の 項 目 を読み 取 る こ と に あ る。

　 ・工事内容 ， 範囲，数量

　 ・使用材料の 規格，品質

　 ・施工 精度／許容誤差 ， 品質管理 方法

　技術仕様書 ， 図面 ， 数量明細書に よ り上記項目 を確認 し

な が ら作業 を進 め る こ と に な る が ， 提 示 され て い る数量 は

暫定的 な もの で あ る こ と，各文書間 の 数宇 が一致 しな い 場

合もあ る こ と等 に注意す る 必要 が ある 。

　特 に 後者 の 場合 は ， 入札前説 明 会 （Pre・Bid　Meeting ）

時 の 質問 もし くは，質問状 で エ ン ジ ニ ア ま た は 発 注者に 照

会し確認す る こ とが大事 で あ る 。

　不 一致点 に 限 らず文書 中の 不明 り ょ うな 点 を質問 の 形 で

確認す る こ と は ， 誤解に よ る 失敗 を未然 に 防 ぐ有効 な手段

で あ る 。 ま た ， 図面中の Notes は ， 技術仕様書 の 補完 ・

代替機能 を有す る 揚合 もあ る た め，注意を要す る。

　  　契約後 の 留意点

　入 札時 は 「絶対に こ の 仕事を取る 」 とい う意気ごみ で 入

札文書を検討 し，一方，契約後 は 「こ の 仕事 を是非成功さ せ

よ う」 と契約文書，特 に技術仕様書を熟読す る こ とに な る 。

　基本的 な留意点 に 差 は な い が，入札時の 方が時間が限 ら

れ て い る 揚合が多く， ま た，不確定 な 要素 も多 い た め ， 特

に 見積 りに大 き く影響を 与えそ うな とこ ろ の み に力 を入 れ

る 傾向 に な りが ち で あ る。

　契約後は， 時問が十分ある と い うこ とで は な い が，実際

に プ ロ ジ ェ ク トの 遂行 の た め に ， ス ミか ら ス ミま で ，

一
字

一句確認 しな が ら， ま た，ク レ
ーム （Clai皿 ） の 可 能性等

も考えなが ら読 む こ とに な る 。

幽
一

コ
ーヒ ーブ レ イ ク 4一

〈alone と along ＞

　ある 目，
コ ン サ ル タ ン トか ら電話が あ り ， 打 ち

合せ をし た い の で ， ○ ○時に彼 らの 事務所 に来 る

よ うに言われ た 。 英語 の よ くわ か る ア シ ス タ ン ト

を連れ て行 っ て もよ い か と尋 ね た と こ ろ，
“Please

come 　 alone ．
”
（1 人 で来て 下 さい ） とい う返 答が

きた 。 仕方な く 1 人 で コ ン サル タ ン トの 事務所 を

訪れ た と こ ろ ， 「何 だ， 1 人 で来た の か ？」 と尋

ね られ た 。

“ Icame 　alone 　because　you 　told　 me

to　doso ．” （あな た が 1 人で 来る よ う言 っ た か ら

隔 1 人 で 来た ん じ ゃ な い か ） と憤然 と答群
と こ

ろ ， 相手は 突然ゲ ラゲ ラ と笑い だ し た e 良く聞い

て みれ ば ， 彼は ，

“Please　 come 　along ．
”

（
一緒 に

来な さい ） と言 っ た との こ と 。
alone 〔aL6un コ と

along ［e15 ：11］の 聞き分け が で きな か っ た た め の 初

歩的な ミス で あ っ た 。

　本例 は ， どち らか とい う と喜劇的 な ミス で あ り，

お 笑い の ネ タ を提供す る に とどま る が，深刻な話

し合 い の 揚合の 言語学上 の 勘違い は笑 い 話で は す

ま さ れ な い 。

　大事な話 し合 い に お い て，多少 で も相手 の 言葉

が理解で きな い 時は ， 恥ずか しが らずに何回も何

回 も聞 き直 し ， 誤解の な い よ うにす る努力が必要

で あろ う。

4．4　入札 ・契約書類 の英文例 ， およびそ の 訳 と留意点

　4．4．1FIDIC 約 款 例

　海外 で は 最 も
一

般的 に使用 され て い る国際契約約款 で あ

る FIDIC 約款 （コ
ーヒ ーブ レ イ ク 2 参 照 ） の 第 4 版 の 5．2

条 ，
Priority　of 　Contract　Documents （契約書類 の 優先順

〔英文例〕

　The　 several 　documents 　for皿 ing　the　 Contract　are 　to

be　taken 　as 　I皿 utually 　explanatory 　of 　one 　another
，　but

in　case 　of 　ambiguities 　 or 　discrepancies　the　same 　 shall

be　explained 　and 　adjusted 　by　the　Engineer　who 　＄hall

thereupon 　issue　to　the 　Contract　or 　instruct重ons 　thereon

JO8

位） の 条文 で ある。

　文字 どお り契約書類 中の 優先順位にっ い て
一般的基準を

与 え て い る
。

〔訳　例〕

　契約を構成す る い くっ か の 書類は相互補完的に解釈 され

る もの とす る が，曖昧 ま た は 齟齬が 生ず る場合は ，
エ ン ジ

ニ ア が説明 お よ び調整 に あ た り，そ の 結果 に 基 づ き コ ン ト

ラ ク ターに指示 を 与 え る もの とす る。か か る 場合 に ， 契約

に 別段 の 定め がな けれ ば，契約 を構成す る 書類 の 優先順位

：ヒと基 礎，3アー2 （373）
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and 　in　such 　event
，
　 unless 　otherwise 　prov三ded 　in　the

Contract，　the 　priority　of 　 the 　 documents　 forming　 the

Contract　 shall 　be　 as 　follows　：

　｛1） The　Contract　Agreement （if　completed ）；

　〔2）　The　Letter　of 　Acceptance；

　｛3） The 　Tender ；

　C4｝　Part　II　of 　these 　Conditions；

　｛5）　Part　I　of 　these 　Conditiens； and

「
（6｝ Any 　 other 　documents　forming　 par亡 of　the　Con −

　 　 tract．

　4．4．2　盛 土 工 事 の 仕様書例

は ， 下記 の とお り とす る 。

　（1） 契約合意書 （完結 され て い る 場合）

　  　入札受諾書

　  　入札

　  　こ の 条件書の 第 ll部

　（5） こ の 条件書 の 第 1部

｛6） 契約を構成す る その 他 の 書類

本例は ， あ る 発電所建設 工 事 に お ける 盛土工 事 の 仕様書 で ある。

〔英文例〕

　Filling　Works

　a ）　This　chapter 　covers 　specifications 　for　filling

works 　of 　any 　kiIld
，
　except 　e 皿 bankment　for　roads ．

　b）　No　filling　work 　shall 　 be　started 　before　the

writt 已n 　apProval 　 of 　the 　Engineer 　is　obtained ，

　c）　Flll　material 　shall 　 be　 taken 　 from　the 　 borrow

area 　approved 　 by　 the 　 Engineer ．　 The　 material 　 shall

consist 　of　well 　graded 　gravel　and 　sand 　with 　adrnissible

content 　of 　fine　particles （size 　 smaller 　than 　O．06mm ）of

max ．10％ by　weight 　for　fiUs　under 　buildings　and 　traf丘c

roads
，
　and 　max ．20％ where 　there　is　no 　superimposed

loading．　Boulders　exceeding 　the 　size 　of 　200 皿 m 皿 ust 　be

crushed 　down 　in　an 　appropriate 　crushing 　plant ．

　d）　Fill皿 aterial 　shall 　be　free　of 　trash ，　wood ，　stones ，

nitrogenous 　material ，
　 or 　 other 　 debris．　 Fill　 shal 正 be

placed　in　layers　not 　exceeding 　30c皿 in　loose　thickness

and 　thoroughly 　compacted 、　 Fill　without 　superimposed

loading　 shall 　be　 compacted 　 to　a　dry　density　of 　at 　least

90％ of 　the エnodified 　AASHO 　standard ，　 Fill　 to　 be

subsequently 　loaded　shall　be　compacted 　to　a　dry　density

of 　at 　least　95％ of 　the 皿 odi 丘ed 　AASHO 　standard ．　The

in・place　dry　density　of 　the 　compacted 　material 　shall

be　tested　by　the　sand −cone 　method
’
accerding 　to　ASTM

designation； D1556 −・64．

　 e ）　Compaction　shall 　be　per正ormed 　 using 　 the 　 most

suitable 　equipment 　for　the　ground 　to　be　compacted ．

The 　 optimum 　water 　 content ，　 with 　which 　the　 best

compaction 　can 　be　reached
，
　 shall 　be　determined　 with

the 　Proctor−test．　 The 　Contractor　shall 　always 　 provide

enough 　water 　 for　 the　rnoistening 　of 　 the　ground 　to

reach 　 a 　 soil 　density　of 　minimum 　95％ Proctor−optimum ．

The　 water 　 shall 　 be　distributed　with 　 a 　spray 　beam

installed　 on 　 a　 water −tank 　trllck。

　 f）　The 　Contractor　shall 　install，　maintain 　and 　make

February ，1989

〔留意点〕

　a ）項で は ， 形式どお り こ の ス ペ ッ ク の 対象と して い る 範

囲 が設定 され て い る 。

　b）項 に て ， 着工 に あた っ て は エ ン ジ ニ ア の 書簡に よ る許

可 が 必要 で あ る 旨述 べ られ て い る 。

　 c ）項 に は，盛土材 の 品質 が，d），
　e）項 で は ， 締固 め につ

い て の 規定お よび テ ス ト方法等 が示 され て い る 。
f）項 で は ，

沈下板の 設置に つ い て規定 し て い る 。

　規定 さ れ た 盛土材が現地 に て 容易に 入 手可能 か ど うか ，

入札前 の 現地調査に て土取揚等 を 十分確認す る必要 が ある 。

施 工 精度，締固め度の 規定， テ ス ト方法，頻度等 に よ り施

工 能率 に 大きな影響 が 出 る可能性が あ る の で ，
こ の よ うな

部分は十分注意 し て 読む必要 が あ る 。

〔訳　例〕

　盛土工

　 a ）本章は ， あ らゆ る タ イ プ の 盛土工 事 に関す る 仕様 で

あ る 。 ただ し，道路 の た め の築堤 （盛土）を除く。

　b ）い か な る盛土工 もエ ン ジ ニ ア の 書面 に よ る承認 を得

る ま で 開始 して は な らな い。

　 c ）盛土材料は エ ン ジ ニ ア よ り承認 され た 土 取場 よ り採

取す る もの とす る 。 材料は，良好 な 粒度の 砂利お よ び 砂 で ，

細粒分 （0・06mm 以下 の もの ）の 最大許容含有率 （重量 比 ）

は，建物お よび 場内道路の 下 に使用す る揚合 10％，上載荷

重 の ない 区域 に使用す る場合 20％ とす る。200mm 径 を越

え る玉 石 は適切な ク ラ ッ シ ン グプ ラ ン トで 砕 か ね ば な らな

い e

　 d ）盛土材は ごみ，木材，石 ，窒 素化合物 また は そ の 他

の くず類を含ま な い もの とす る 。 盛土 材は 30cm 以下 の 厚

さに て 層状 に巻 き出 し，十分 に締 め 固 め る こ と。

　上 載荷重 の な い 区域 の 盛土 は ， 修 正 AASHO 規準 に よ

る最大乾燥密度の 90％以上 と な る よ う締め 固 め る こ と 。

　上載荷重が あ る 区域 で は，最大乾燥密度の 95％以上 と な

る よ う締 め 固 め る こ と。

　現揚密度試験は ASTM 　D1556 −64 に従 い ， サ ン ドコ
ー

Io9
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the　readings 　 of 　20　settlement 　gauges 　at　the　beginning

of 　the　 filling　 works 　bullt．in　in　order 　 to　monitor 　 the

settlements 　of　the　ground 　and 　the　丘ll．　The 　layout，

spacing 　and 　reading 　schedute 　of 　the　settlerrient 　gauges

shall 　be　proposed 　by　the 　Ccntracor　and 　apProved 　by

the 　Engineer ．　If　the 　 settlement 　is　larger　than 　 4cm ，　the

Contractor　 shall 　take 　 any 　 action 　 necessary 　 to　 equalize

the 　Ievels　by　丘11ing　an 　additional 　layen

　g）　During 　filling　works ，　the 　rnaterials 　employed 　shall

be　analyzed 　in　the 　Contractor’s 　on ・site 　labor、tory

before　 use ．　Samples　 of 　 material 　 are 　 to　 be　 taken ，　 as

direted　by　the 　Engineer，　 for　grain　 size 　 sieve 　analyses

and 　Proetor　tests　 according 　to　the 　modified 　AASHO

standards ．

　 h）　The　executed 　compaction 　 works 　are 　to　be

checked ，　as 　directed　by　thc　Engineer，　 by　in・place　dry−

density　tests．　If　 requested 　by　the 　Engineer ，　 additional

tests　have 　to　be　carried 　out 　 especially 　on 　filling　areas

provided　for　foundations　of　buildings　 and 　 structures ．

　 4．4，3　場所打ち コ ン ク リート杭 の 仕様書例

　本例は ， 揚所打ち コ ン ク リ
ート杭の 仕様書か ら ， 試験杭 ，

施 工 精度 ， 施 工 上 の 留意点 に つ い て 抜 き 出 した もの で あ る 。

〔英文例〕

　1．　 Test　Piles　and 　Testing

　 1．1PUIpose

　The 　intent　 of 　the 　 tests 　 is　to　 ver 三fy　the 　 choice 　of　the

pile　lengths　 and 　diameters　 as 　well 　as　the 　constructional

quality　 of 　the　 plles．

　 1．2Execution　 of 　 the 　 Test　 Piles

　The 　tests　 shall 　be　made 　on 　piles　 of　 the　 same 　 size

呂 nd 　 material 　 as 　the 　permanent 　piles　and 　be　constructed

玉nthe 　 same 　 manner 　 with 　the 　 same 　 equipment ．

　 1．3Number 　 and 　Time 　of 　Execution 　of 　the 　Test　Piles

　a）　At 　least　1％ of 　 the 　permanent 　 piles　sbail 　 be

iested ．

　b）　Three 　pile　 tests　 shall 　be　performed 　on 　each 　type

ef 　 the 　piles　within 　the 　 first　 six　 months 　 after 　the　 date

of 　 signing 　of　the　Contract，　including　reporting ．

　 2．　 Geometrical　Requirements

　 2．1Pile 　 Locat五〇 n

　a ）　The　locat孟on 　of 　the 　piles　to　he　 constructed 　shall

be　shown 　on 　the 　drawings 　prepared 　by　the 　Contractor

and 　submitted 　 to 　 the 　Eng 三neel 　for　approval ．

　b）　It　is　the 　Contractor’s　Iesponsibility 　tQ 　survey 　the

locations　of　the　piles　which 　are 　based　 on 　出 e　 N ・and

E・base　lines　 fixed　on 　site．

　 c ）　The　acceptable 　tolerance　between　tbe 　actual 　pile

llo

ン 法 に よ D実施す る こ と。

　 e ）締固 め は，締固め予定地盤 に 最 も適 した機械を使用

して行う こ と 。 最大の 締固 め が 得 られ る 最適含水比 は締固

め試験に て求め る こ と 。
コ ン トラ ク タ

ー
は 常 に適量 の 散水

を行い
， 地盤が締固め 試験 に よ る 最大乾燥密度 の 95％ の 密

度 とな る よ うに す る こ と 。

　散水は散水車 にて 行 うこ と。

　 f） コ ン トラ ク タ t は 地盤 と盛土 の 沈下 を計測す る た め

沈下計20個を盛土工 事初期 に設置 し ， 維持 し， 記録 を と る

こ と。

　沈下計 の 設 置位置 ， 間隔 お よ び観測期間 にっ い て は ，
コ

ン トラ ク タ
ーが 計画立案 し，エ ン ジ ニ ア よ り承認を得 る こ

と。

　 も し沈 下 量 が 4Cm を越 え た 場 合，追加盛土 を行 い 平 坦

に する こ と。

　 9 ）盛土工 事期間中， 使用す る 材料は コ ン トラ ク タ
ー

の

現 揚試 験 室 に て 使用前に 分析す る こ と。サ ン プ ル は エ ン ジ

ニ ア の 指示 に従 い 採取 し， ふ る い 分 け 試 験 お よ び 修 正

AASHO 規準 に よ る 突固 め 試験 を行 う。

　 h ）締固 め は，エ ン ジニ ア の 指示 に よ り現場密度試験を

行 っ て 確認す る こ と 。
エ ン ジ ニ ァ の 要求 が あ っ た場合 ， 特

に 建物や 基礎 が くる 盛土区域 で は 追加 の 試験 を行わ な け れ

ば な らな い 。

〔留意点 〕

　本例 の よ うな 仕様部分 は，施工 計画 をた て る上 で ， ま た，

コ ス トを算出す る 上 で 大 きく影響す る の で 注意 して 読 む必

要があ る。そ し て，場 合に よ っ て は代案を提出す る と か ，

他 の 条件づ けを行 うと い う方法 に よ る入札 の 可能性 も検討

しな が ら読む こ と に なる 。

〔訳　例〕

　1．　試験杭お よ び試験

　 1．1 目的

　試験 の 目的 は選択 し た 杭 の 長 さお よ び 径 に つ い て の 確認

と杭の 施工 上 の 品 質 に つ い て の 確認 で あ る。

　1．2 試験杭 の 施工

　試験は，パ ー
マ ネ ン トパ イ ル （本杭） と同寸法，同材料

お よび 同 じ機械を使用 し ， 同 じ施工 法 に て 製作 した杭 に つ

い て 行 うもの で あ る。

　1．3 試験杭 の 本数 お よび実施 時期

　 a ）パ ー
マ ネ ン トパ イ ル （本杭） の 本数の 1 ％以上 に っ

い て 試験す る こ と。

　 b ）各 タ イ プ の 杭 ご と に 3 本 の 試験 を行 うこ と， こ れ は

報告書作成 を含 め契約後 6 か ．月以内 に実施す る こ と。

　 2． 形状寸法 に っ い て の 要件

　2．1 杭 の 配置

土 と基礎．37− 2 （373）
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里ocatio ロ and 　the 　theoretical 且ocation 　shall 　be　less　than

ユOcm ．

　 Deviations　to　 the 　 vertical 　 line　 of 　 maximum 　20　mm

per　meter 　will 　be　tolerated ．　 Additional　 constructional

a 正rangements （e．9．　additional 　 piles，　 larger　 pile　 caps ）

Idue 　to　larger　deviat三〇 ns 　than 　10　cm 　 shall 　 be　borne　by

the 　ContraCtor．

　 2．2Piie 　Length　and 　 Eleva亡ion

　 The 　drawillgs　 mentioned 　under 　 item　2．1．　 a ） above

shall 　additionally 　show 　 the 　elevations 　 of　 the 　pile　top

and 　pile　bettom，　 thus 　indicating　the 　minimum 　 length

ef 　the 　piles．　The　elevation 　of　the　pile　top 　is　fixed　and

its　 tolerance 　 is ± 5cm ．　Any 　 excess 　 concrete 　on 　the 　pile

top 　shall 　be　removed 　by　the 　Contractor．

　 3．　 Pile　ExecutiQn

　 3．1Procedure　 for　 Construction

　 a ）　The　Contractor　 shall 　give　a　detailed　specification

on 　the　procedures　he　proposes　to　 employ 　to　construct

the　piles　and 　 a　description　ohhe 　equipment 　 used 　for

this　purpose ．

　 b）　The 　 sequence 　of　pile　construction 　shall　be

selected 　in　 such 　a　way 　that　 freshly　concreted 　nelgh ・

bouring　p録es 　are 　by　no 　means 　affected 　by　the　vibrations

caused 　by　 works 　of　any 　kind．　In　this　view ，　a 　minimum

distance　of　5　m 　 between 　 freshly　 concreted 　 piles 齟 d

locations　of　pile　under 　construction 　shall 　be　observed ．

　 a ）施 工 す る杭の 配置図 は ，
コ ン トラ ク ターが エ ン ジ ニ

ア の 承認 を得る た め提出す る こ と。

　 b） コ ン トラ ク ターは現場 に 設定 され た N お よ び E 基線

に基 づ い て 杭の 位置を測量す る責任を有す る 。

　 c ）杭の 理 論上 の 位置 と実際の 位置の 誤差 の 許容値は，

10cm 以下，た て り （鉛直方 向の か た よ り） は 1m 当 た り

20皿 m 以下とす る。杭 が 10cm 以上偏心 した 場合の 追加 の

工 事手配 すなわ ち追加杭 の 施 工 や杭頭 の 拡幅 は コ ン トラ

ク ター
の 費用負担に て な され る も の とす る 。

　2．2 杭長お よ び高さ

　2．1a ）に規定す る 図面 は ， 杭頭 と杭先端 の 高さを示す も

の とし ， 杭 の 最小長 さ を示す もの とす る 。

　杭頭 の 高 さ は一定と し， そ の 許容誤差は ± 5cm で あ る 。

杭頭上 の 余分 な コ ン ク リ
ートは コ ン トラ ク ターが除去す る

もの とす る。

　 3， 杭 の 施 工

　 3．1 施工 法

　 a ） コ ン トラ ク ターは採用 を予 定 す る杭 の 施工 法 お よ び

使用機械に つ い て 詳細仕様を提示 す る こ と。

　 b）杭の 施工 順序は，コ ン ク リ
ートを打設 した ばか りの

杭 に振動 を与え る こ とが な い よ うに決定しな けれ ばな らな

い 。

　こ の 見地 よ リコ ン ク リート打設直後 の 杭 と施工 中の 杭 と

の 最小間隔 は 5m を遵守す る こ と。

4，5 お わ り に

　海外プ ロ ジ ＝ ク トの コ ン トラ ク ターか ら見た資格審査 か

ち契約 ま で を， そ の 手続きお よび そ れ に 伴 う英語 を中心 に

述 べ た 。

　紙数に 限 りがあ り，内容的な偏 り ・舌足 らずがあ る の は

ご容赦願 っ て ， 詳 し くは 専門書を参照 され た い
。

　海外 プ ロ ジ ェ ク トにお ける英語 は コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の

た め の 一っ の 道具 と考え ら れ る。道具 と して ， 切れ 味が鋭

く使 い やす い に 越 した こ とは ない が ， 基本的 に は 目的 に対

し て 必 要な機能 を有 して い れば良い と考 え る 。 本講座 の 第

2 章 で述 べ て い る よ うに ゴ ル フ で 言 え ば
‘’
ボ ギーペ ー

ス
”

が一
応 の 目標点 と考え て良い の で は なか ろ うか。

　海外プ ロ ジ ェ ク トに従事す る 技術者 に 関す る 問題 は，道

具 と して の 英語 で は な く，む し ろ，そ の 背景 に あ る 歴史 や

文化，ひ い て は それ か ら生 ま れ て来た制度 （シ ス テ ム ） や

考え方 の 相違に 対す る 認識 ・理解 の 不足 で あろ う。

　 い か に英 語 が うま くて も， こ れ らに対す る理解 が不 足 す

る と基礎 の ない 建物 の ご と き状態で あ る と考え る 。

　英 語 に 関す る 講座 で こ の よ うな こ とを述べ る の は筋違 い

の 感が あ る が，言語 は そ の 国 の 人 々 の 何千年 の 歴 史 や 生 活
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の 結果 ， 生 ま れ 育 っ て 来 た も の で あ る こ とを，時々 思 い 出

して い た だ きた い
。
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